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各地区で農地パトロールを実施

　遊休農地実態調査で遊休農地と判断した農地の所有者を対象に、今後の利用について
の意向調査を行っています。「貸したい・売りたい」と回答があった農地については、
市のホームページ上に公開しています。
　表明した意向のとおりに利用されていない農地の所有者には、農地中間管理機構※と
の協議を勧告します。なお、勧告対象となった農地は固定資産税が１．８倍になることが
あります。

　今年は熊の目撃情報が多数寄せられ、山沿いの地域だけでなく、西部地域や市街地に
おいても出没が頻発しました。
　遊休農地の放置により雑草が生い茂った状態では、非常に見通しが悪くなります。熊
などをはじめとした大型獣が身を隠しやすくなり、大変危険です。
　定期的に草刈りを行うなど、農地の適正な維持・管理をお願いします。

　７月２３日から８月１日まで、市内全域において遊休農地の実態調査を実施しました。
調査結果については別表のとおりです。前年度末以降に解消された面積は約２．８ヘクター
ルで、新たに遊休農地となった面積は約４．３ヘクタールとなっています。

地 区 令和６年度末
遊休農地面積

令和７年度調査結果
累計面積

解消面積 新規発生面積 非農地判断面積
天 童 １５，５９７　 ０　 ０　 ０　 １５，５９７　
成 生 ２５，２７１　 ５，６２７　 １１，５３４　 ０　 ３１，１７８　
蔵 増 １６，６９７　 ０　 ４，７２３　 ０　 ２１，４２０　
寺 津 ７，０３３　 ０　 ３２９　 ０　 ７，３６２　
津 山 ２０，２９３　 ３，１８１　 ９４３　 ０　 １８，０５５　
山 口 ２，７８２　 １４，４１９　 １９，７１７　 ０　 ８，０８０　
高 擶 １６，６６７　 ５７３　 ０　 ０　 １６，０９４　
干 布 １１，２２３　 ４，３５１　 ５，８５８　 ０　 １２，７３０　
荒 谷 １２，３９４　 ０　 ０　 ０　 １２，３９４　
計 １２７，９５７　 ２８，１５１　 ４３，１０４　 ０　 １４２，９１０

（単位：㎡）

利用意向調査

遊休農地実態調査

※農地中間管理機構とは
　‌�　各都道府県に設置された公的機関であり、山形県で
は（公財）やまがた農業支援センターがその役割を担っ
ています。離農や規模縮小などのため農地を貸したい
農家から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡
大に意欲のある農家へ貸し付ける事業を行っています。

パトロールの様子（高擶地区）
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取り組もう！遊休農地の解消と発生防止取り組もう！遊休農地の解消と発生防止

〇過去１年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地
〇周辺農地と比べて、著しく利用頻度が低い農地
　ただし、作付けしていなくても、草刈りなどの管理がされていれば遊休農地には該当しません。
　遊休農地を放置しておくと、病害虫や有害鳥獣の温床となるほか、不法投棄を誘発するなど、
周辺農地に多大な悪影響を及ぼします。また、地域農業の担い手への集積・集約化の妨げとな
ります。

遊休農地とは

遊休農地の解消・発生防止に関する補助金
※いずれも、補助金の交付決定前に事業に着手した場合、補助金は交付できません。
■遊休農地解消対策事業
　遊休農地を耕作可能な状態に復元するための費用の一部を補助します。
　◦対 象 農 地…農業委員会の実態調査等で遊休農地に該当している農地
　◦交付対象者…遊休農地を５年以上の期間で賃貸借契約を結んだ借手等
　◦交 付 金 額（１０ａあたりの上限額）
　　　　　　　…伐採・抜根・整地等 １５万円　　障害物の撤去（ハウス、棚等） １０万円
■農地リニューアル支援推進事業
　規模縮小または離農する方が農地を更地にするための費用の一部を補助します。
　◦対 象 農 地…現在貸し出していない農地
　◦交付対象者…農地を所有しており、高齢等で規模縮小または離農する方
　◦交 付 金 額（１０ａあたりの上限額）
　　　　　　　…伐採・抜根・整地等 １０万円　　障害物の撤去（ハウス、棚等） ５万円

農地転用とは
　農地を農地以外のものにすることをいいます。
　農地以外の用途の例：住宅用地、工場用地、駐車場、資材置き場、一時的な残土置き場など

違反転用行為とは
　許可を受けずに農地転用を行うことをいいます。また、虚偽等の不正な手段により許可を受
けたり、違反転用者からその違反に係る工事等を請け負ったりすることも違反転用行為です。

違反転用行為を行うと
　原状回復命令や罰則の適用があります。悪質な違反行為を行った場合には、３年以下の懲役
や３００万円（法人の場合１億円）以下の罰金が科されることがあります。

農地を転用する計画がある場合は
　農地の場所や用途等によって許可の要件が異なります。あらかじめ農業委員会事務局にご相
談ください。

ストップ！違反転用ストップ！違反転用
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高擶小フードロス授業

さくらんぼ・稲作作柄視察の様子さくらんぼ・稲作作柄視察の様子

〈稲作作柄視察の様子〉

〈さくらんぼ作柄視察の様子〉

６月２日にさくらんぼ、９月１日に稲作の作柄視察を行いました。視察の様子をご紹介します。

　市立高擶小学校では９月５日、フードロスをテーマとした授業が行われ、農業委員の山﨑
紀子さんが講師を務めました。授業では、山﨑さんの園地で収穫された桃のうち、傷などに
より出荷ができず廃棄予定のものを活用して調理実習に取り組みました。
　児童たちは、班ごとにカプレーゼやジュース、アイス、ジェラートづくりなどに挑戦し、
出来上がった料理の味を楽しみました。「皮をむいたら同じなのに、見た目が悪いと捨てら
れてしまうのはもったいない」との声もあがり、普段は市場に出回らない規格外品のおいし
さを実際に体験して、食べものを無駄にしないことについて考えを深めている様子でした。
　表紙の写真は、当日の実習の様子です。
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市長に意見書を市長に意見書を
　　提出しました　　提出しました
　農業委員会は、令和８年度に向けた農林業施策
に関する意見書を令和７年１０月２３日に市長へ提出
しました。意見書の概要は次のとおりです。

意 見 書
１　農地利用の最適化について
　⑴　担い手への農地利用の集積・集約化について
　　ア　地籍調査の早期完了
　⑵　遊休農地の発生防止・解消について
　　ア　遊休農地関連補助金の拡充
　　イ　遊休農地の発生防止と農地活用
　　ウ　農地法第４２条に基づく措置命令
　⑶　新規参入の促進について
　　ア　親元就農者に対する支援
　　イ　移住希望者への情報発信と窓口の充実について
　　ウ　移住者の就農支援について

２　農業の振興について
　⑴　農道の舗装及び除雪の拡大について
　　ア　農道の舗装
　　イ　農道の除雪
　⑵　農育と地産地消の推進について
　⑶　鳥獣被害対策について
　⑷　農業機械の購入（更新）費用の助成について
　⑸　農業生産資材の価格高騰対策について
　⑹　農業委員会の体制強化について
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農地の貸し借りの制度の 農地中間管理事業 をご活用ください

受け手農家のメリット
＊複数の出し手農家の農地を借りても契約は

機構とのみ行うので手間が省けます
＊口座振替で賃料の支払いが便利です

出し手農家のメリット
＊公的機関が農地を預かるので安心です
＊契約期間終了後には確実に農地が戻ります
＊賃料は確実に機構から振込まれます

◎手数料の概要
〇対象は令和６年10月以降に公告になる満期

再契約及び、更新・新規契約から。（直ちに
すべての契約が対象になる訳ではありません）

○納付いただくのは令和７年の賃料の支払い
時点から。

○以降毎年、出し手受け手それぞれから納付。
○手数料の額は毎年の賃料に0.75％を掛けた額。
（例：10aあたり賃料1万円の場合の手数料は75円）

★詳しくは やまがた農業支援センター（023-631-0697）又は、センターのホームページをご覧ください。

農地中間管理事業の運営には、やまがた農業支
援センターの自主財源を一部充当している経費
があり、この負担が年々増加しています。

このため、将来に向けて持続的、安定的にこ
の事業をご利用いただけるよう、利用者の皆様
に一部ご負担をお願いすることといたしました。
なにとぞ皆様のご理解とご協力をよろしくお願
いします。

◎農地中間管理事業の手数料について

★詳しくはやまがた農業支援センター（023-631-0697）
又は、センターのホームページをご覧ください。

◎手数料の概要
◆対象は令和６年10月以降に公告になる満期再契約及び、更新・

新規契約から（直ちに全契約が対象になる訳ではありません）
◆納付いただくのは令和７年11月の賃料の支払い時点から
◆これ以降毎年、農地の出し手、受け手のそれぞれから納付
◆手数料の金額は毎年の賃料に0.75％を掛けた額

◎手数料納入のイメージ◎手数料について
農地中間管理事業の運営には、やまがた農業支援センターの

自主財源を一部充当している経費があり、この負担が年々増加
しています。このため、将来に向けて持続的、安定的にこの事
業をご利用いただけるよう、利用者の皆様に一部ご負担をお願
いすることといたしました。

なにとぞ皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

（※10aあたり賃料が年間10,000円の場合の手数料は75円）

② 1/2ﾍﾟｰｼﾞ版

③ 1/4ﾍﾟｰｼﾞ版

◎令和７年から農地中間管理事業の利用には『手数料』のご負担をお願いします
手数料について

やまがた農業支援センターからお知らせです

やまがた農業支援センターからお知らせです
令和７年から農地中間管理事業の利用には『手数料』のご負担をお願いします

農地中間管理事業についてのお知らせ
　農業経営基盤強化促進法の改正により、令和７年３月末をもって「農用地利用集積計
画」に基づく相対の利用権設定及び所有権移転の受付は終了しました。
　令和７年４月以降は、農地中間管理機構を経由した「農用地利用集積等促進計画」に
よる手法または、農地法３条に基づき農業委員会の許可を受ける手法のいずれかで、貸
借や売買を行うこととなります。
　なお、すでに設定された利用権は、契約期間満了日まで有効です。

○農地中間管理機構を通じた貸借・売買にあたっては、要件があります。

○令和７年４月以降も、売買における税の特別控除はこれまでどおり活用できます。
　また、所有権移転登記については、農地中間管理機構が行います。

○‌�農地中間管理機構を通じた貸借・売買を行う場合、対価の支払い方法は口座振込のみ
で、物納等は認められていません。

変 更 の ポ イ ン ト
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　全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である全国農業会議所が農業者の立場に立っ
て編集・発行している「農家のための週刊情報誌」です。地方版で身近なニュースもお
伝えしています。

全国農業新聞を購読しませんか

■購 読 料　月額７００円（税込）
■発 行 日　毎週金曜日
■申　　込　天童市農業委員会事務局
　　　　　　（市役所２階）
　　　　　　☎６５４－１１１１　内線２３１

■購 読 料　月額５００円（税込）　
　　　　　　※‌�クレジットカード払いのみ
■配信日時　毎週金曜日　午前０時
■申　　込　下記ＵＲＬ
　　　　　　または二次元コードから

https://www.nca.or.jp/shinbun/

～老後の備えは国民年金＋農業者年金で安心～農業者年金に加入しましょう！農業者年金に加入しましょう！
■農業者なら誰でも入れる「終身年金」です
■一定の要件を満たす方には、月額最大１万円の保険料補助
■加入で大きな節税効果！保険料は全額社会保険料控除の対象

年間６０日以上農業に
従事していること

２０歳以上６５歳未満
６０歳以上は、国民年金の
任意加入被保険者

国民年金第１号被保険者
国民年金保険料納付免除者を除く

詳しくは農業者年金基金のホームページをご覧ください。https://www.nounen.go.jp

加入の要件

　ご自宅に新聞本紙が配達されるほ
か、パソコンやスマホで新聞が読め
る電子版も併せてお楽しみいただけ
ます。

実際の掲載記事
（全国農業新聞２０２５年８月１日版　８面記事）

電子版のみ購読することも
できます。
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農地法に基づく手続きについてのお知らせ 

登記情報連携システムの整備により、これまで必須だった農地法に基づく許可申請や届出への

全部事項証明書（登記簿謄本）の添付が不要になりました。 

後継者の方への経営移譲や生前一括贈与など、申請する筆数が多い場合でも、手数料の負担なく

手続きを行うことができます。 
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天童市の火災件数（９月末時点）は、１４件となっています。
そのうち、果樹畑や休耕地などから出火した火災は７件で、原因は「剪定枝の焼却」
や「下草の焼却」から延焼したものです。特に降雨量が少なかった７、８月中には、６件
の野火火災が発生しました。
農作業に伴う火気の管理について、十分注意
しましょう。 休耕地の所有者は、枯れ草などの
火災を未然に防ぐため、適正な維持管理を
お願いします。

問合せ 市消防本部 予防係
電話 654-1191

件

農地のお困りごとは、農業委員会へご相談ください！ 
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手続きを行うことができます。 
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天童市の火災件数（９月末時点）は、１４件となっています。
そのうち、果樹畑や休耕地などから出火した火災は７件で、原因は「剪定枝の焼却」
や「下草の焼却」から延焼したものです。特に降雨量が少なかった７、８月中には、６件
の野火火災が発生しました。
農作業に伴う火気の管理について、十分注意
しましょう。 休耕地の所有者は、枯れ草などの
火災を未然に防ぐため、適正な維持管理を
お願いします。

問合せ 市消防本部 予防係
電話 654-1191
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今
年
の
夏
は
、
高
温
少
雨
の
影

響
を
受
け
、
農
家
の
皆
さ
ま
は
大

変
苦
労
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
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す
。
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、
物
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高
に
よ
る
生
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資
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の
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農
業
を
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く
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ま
す
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今
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大
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な
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価
の
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直
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等
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る
い
兆
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も
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え
て
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う
な

農
政
で
す
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お
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農
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物
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全
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皆
さ
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お
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で
き
る
よ
う
頑
張
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
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農地のお困りごとは、農業委員会へご相談ください！

農地法に基づく農地法に基づく
手続きについてのお知らせ手続きについてのお知らせ

相続登記が義務化されました相続登記が義務化されました

　登記情報連携システムの整備により、これま
で必須だった農地法に基づく許可申請や届出へ
の全部事項証明書（登記簿謄本）の添付が不要
になりました。
　後継者の方への経営移譲や生前一括贈与など、
申請する筆数が多い場合でも、手数料の負担な
く手続きを行うことができます。

　令和６年４月１日より、相続登記が義
務化されました。相続したことを知った
日から３年以内に法務局へ相続登記の申
請をしなければなりません。
　令和６年４月１日より前に相続したこ
とを知った不動産は、令和９年３月３１日
までに相続登記を行う必要があります。
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